補助金関係書類の記入上の注意について
（必ずお読みください）

【共通事項】
・各種様式については、必ず今回配布したものを使用してください。
・文字の修正の際には、二重線を引き、訂正印（シャチハタ不可）を押印してください。修正液及び修正テープは使用しないでください。
・各種様式の日付欄は、修正しないでください。
・消えるボールペンでは記入しないでください。
・市からの補助金は、翌年度に繰越はできません。

【各種様式】
〇令和７年度富山市地域施設開放スポーツ振興事業補助金実績報告書
〇令和７年度地域施設開放スポーツ振興事業報告書
〇令和７年度地域施設開放スポーツ振興事業収支決算書
・収入額の合計と支出額の合計が一致するようにしてください。

[bookmark: _GoBack]〇令和８年度富山市地域施設開放スポーツ振興事業補助金交付申請書
〇令和８年度地域施設開放スポーツ振興事業計画書
〇令和８年度地域施設開放スポーツ振興事業収支予算書
・収入額の合計と支出額の合計が一致するようにしてください。
・市からの運営補助金の額は、歳出予算合計額の4／5の金額と、小学校は20万円、中学校は15万円の額を比較し、小さい方の金額としてください。
・支出項目については、記載してある項目に従って記入してください。
（各運営委員会で項目を追加することはできません）
〇振込依頼書
・口座名義の欄には団体名のみ記入し、代表者名は記入しないでください。
・口座番号は右詰で記入してください。

【令和８年度からの変更事項】
補助対象経費として支出したものは、その支出内容を証する書類（レシート等）を必ず、５年間保存していただきますようお願いいたします。
